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総 合 教 育 会 議 会 議 録  

会議の名称 第２回上三川町総合教育会議 

開催日時 
平成 ２７ 年 １１月 ６日（ 金 ） 

午後 ３時３０分開会 ・ 午後 ４時３０分閉会 

開催場所 上三川町庁舎 ３階 中会議室 

議長（委員長・ 

会長等）の氏名 
町長 星野光利 

出席者（委員等）の 

氏名・出席者数 

星野光利 町長 

石戸照子 教育委員長 

櫻井定一 教育委員長職務代理 

清水智生 教育委員  吉田由美 教育委員 

森田良司 教育長    出席者 ６名 

欠席者（委員等）の 

氏名・欠席者数 
欠席者 ０名   

事務局職員 

の職・氏名 

総務課長 岸豊、課長補佐 星野光弘、秘書庶務係長 海老原昌幸  

生涯学習課長 瓦井治男 課長補佐兼スポーツ係長 黒須圭司、 

生涯学習係長 深谷昇、公民館係長 石濱富男 

教育総務課長 鶴見勉、主幹兼指導主事 増渕忍 

       課長補佐 枝淑子、学校教育係長 日野妙子 

会議次第 

１．議事 

① 上三川町教育大綱（案）の策定について 

配布資料 
１．議事①に関する資料  

 

 

議  事  の  経  過 

発 言 者 議題 ・ 発言内容 ・ 決定事項 

星野町長 

 

 

 

 

 

 

 定刻より若干早いわけでございますが、本日の会議にご出席いただく

委員さん全員お揃いでございますので、只今から平成２７年度第２回の

総合教育会議を開会させていただきます。 

進行につきましては、会議の主催者であります私が務めさせていただ

きます。 

この総合教育会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改

正され、地域の教育の課題やあるべき姿を共有し、相互に連携して教育
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教育総務課長補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

星野町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政を推進していくため、全ての地方公共団体で設置することとされて

おります。上三川町では 4月の 28日に第 1回を開催いたしまして、上三

川町総合教育会議設置要綱の制定、大綱策定を含めた今後の予定につい

て協議させていただきました。今後も、協議・調整の場として新たに位

置づけられました総合教育会議を通じまして、より一層皆様方と連携を

深め、上三川町の教育のさらなる充実に向け、ともに一層努力してまい

りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

それでは、会議に入らせていただきます。 

議事（１）「上三川町教育大綱（案）の策定について」でございます。 

4 月 28 日の第 1 回総合教育会議におきまして、「教育大綱の策定」につ

いては、国の第 2 期教育振興基本計画を参酌しながら、本町の一番の基

本となる現在策定中の第 7 次総合計画や地方創生「まち･ひと･しごと総

合戦略」等と調整を図り、事務局で「大綱案」を作成するということに

なっておりました。 

事務局から、事前に本日の会議資料として 配付されていると思います

ので、本日はこれを基に皆様方の御意見を頂きながら、上三川町教育大

綱としてまとめていきたいと思います。まず、上三川町教育大綱（案）

について、事務局より説明願います。 

それでは、ご説明申し上げます。教育大綱を策定することとされた趣

旨は、前回の総合教育会議でご説明申し上げたところですが、地方公共

団体の長が大綱を定めることと義務付けられました。 

大綱は、地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な

施策について、その目標や施策の根本的な方針を定めるものであり、詳

細な施策を策定するものではありません。国の教育振興基本計画を参酌

し、次期総合計画との調整を図りながら、本町の目指す人づくり像を示

したものになります。 前回の会議の中で、短く、誰が読んでもわかりや

すく、心に訴えかけるような 、難しくないものにして欲しいというご意

見がありましたので、それを踏まえて（案）を作成いたしました。 

 

 

 それでは、説明が終わりましたので、お手元の資料「教育大綱」（案）

をご覧いただきたいと思います。 

 まず、タイトルについては「教育大綱」という名称にしたいと考えて

おります。 

 大綱の構成につきましては、最初に策定の趣旨を説明し、下に上三川

町民憲章を載せました。次に教育大綱として、本町の教育が目指す人間

像の基本理念、その実現のための基本方針を、誰もが見やすく、わかり

やすい言葉で、示しました。最後に教育大綱を実現するための施策等と

して、教育行政の計画等を体系図として示しました。 

 教育大綱の構成については、いかがでしょうか。ご質問等お受けいた

資料：教育大綱（案）について説明 
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教育総務課長補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

します。（特になし） 

 構成については、これでよろしいでしょうか。（全委員了承） 

 それでは、続きまして教育大綱の基本方針に基づく具体的施策との関

連につきまして、事務局より説明をお願いします。 

 それでは、教育大綱基本方針を実現するための具体的施策「総合計画」

との関連について、説明いたします。 

 

 

 

 

 まず初めの「生きる力の育成」についてですが、参考資料の３７ペー

ジ に学校教育の充実として施策の体系があり、次ページから具体的な取

り組み内容が記載されています。特に、３８ページ１．特色ある教育活

動の推進のなかで、「子ども達の確かな学力の確保」「現代の諸問題に

対処できる生きる力の育成」また、次ページ ３．健康・体力づくりの

推進 が関連してきます。また、５１ページの（６）特別支援教育の充実

のなかで、軽度障がい等を持つに児童生徒に対しては取組んでいくこと

になります。また、７２ページの２．国際化、地域間交流の推進  １．

国際化への対応 が関連してきます。 

  次に「自己実現」ですが、学校教育の充実、特に３８ページ １．特色

ある教育活動の推進のなかで、「子ども達の確かな学力の確保」「現代

の諸問題に対処できる生きる力の育成」「読書活動の推進」が関連して

きます。また、７６ページからの１生涯学習の充実、特に７７ページ １．

生涯学習の積極的推進、７８ページの ２．中央公民館事業執行体制の

充実と学習機会の拡大、３．地域リーダーの育成と活動の支援、８０ペ

ージからの青少年の健全育成、８４ページからのスポーツの振興、それ

ぞれの施策の取り組みの中で、関連してきます。 

 次に、「文化が香るまちの推進」についてですが、特に８２ページ ３．

芸術・文化の振興 ８４ページ ４．スポーツの振興の施策の取り組みの

中で、関連してきます。 

 次に、「地域コミュニティの形成」についてですが、学校教育の充実

では、特に、３８ページ ２．教育支援体制の充実（２）特色ある学校

づくり、（３）開かれた学校づくりが関連してきます。また、９６ペー

ジ １．コミュニティ活動の推進、９９ページ ２．男女共同参画社会

の形成 の施策の取組が関連してきます。さらに、記載はされていません

が、１０４ページ  １．町民と行政の情報の共有化（３）まちづくりに

関する学習機会の提供の取組みも関連してきます。 

  最後に、「生命の尊重」についてですが、学校教育の充実では、特に

３８ページ １．特色ある教育活動の推進 （３）人権教育の推進が関

連してきます。また。１０１ページ ３．人権尊重社会の実現 の取組

資料：教育大綱基本方針を実現するための具体的施策「総合計

画」との関連 

参考資料：第７次総合計画（案）提案内容の抜粋 
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生涯学習係長 

生涯学習課長 

 

 

 

が関連してきます。 

   以上、主な関連施策を 提示してきましたが、詳細については後でご

覧いただきたいと思います。しかし、只今提示してきたものが全てとい

うことではなく、総合計画基本計画を基に町長部局と教育委員会が組織

横断的に取組むことが必要であると考えますので、各所属、各分野でつ

くられる下位計画とも相互に連携を図りながら進めていくことになると

考えます。 

 それでは説明が終わりましたので、上三川町の教育大綱につきまして

皆様からの、活発なご意見をいただけたらと思います。 

 参考資料の８１ページ、青少年の健全育成活動推進体制の充実とある

が、青少年健全育成活動ではどんなものが行われているのか、その内容

を伺いたい。 

 それでは、青少年健全育成の具体的な内容について説明いたします。 

８１ページ下の、主要事業を基に説明いたします。 

青少年の健全育成に関する各種啓発事業は、１１月に青少年健全育成に

関する啓発期間があるため、期間中に啓発に関するティシュペーパーの

配付等を行っています。２つ目に立ち入り調査実施ですが、県の青少年

健全育成条例に定められている事項が遵守されているか、自動販売機や

携帯電話の販売店、また書店等の調査を年間２回実施しているところで

す。３つ目の親学習講演会の実施については、町内の幼稚園、保育園、

又は小学校において、講師を派遣して親学習の講演会を実施しているも

のでございます。４つ目の放課後子ども教室の実施については、現在町

内の５つの小学校区において、主にコミュニティセンター等を利用して

放課後の子どもの安心･安全な子どもの居場所の確保を目的に、放課後子

ども教室を設置し事業を実施しているところです。５つ目の学校支援コ

ーディネーターの支援については、県の方で地域から学校支援というこ

とで、各小中学校区にコーディネーターが設置され、学校と地域のつな

ぎ役ということで活動を行っており、県と一緒に各種講演会を実施する

と共に活動を支援するものです。最後の、次世代人材づくり事業派遣事

業につきましては、次世代を担う女性や青少年を育成するために、県の

人権青少年共同参画課が実施しております次世代人材づくり事業に、町

内の人材を派遣し活動の推進を後押ししているというところです。以上

です。 

 放課後子ども教室の実施とあるものは、各小学校にある学童保育とは

別にあるものですか。 

 はい、学童とは別なものです。 

 小学校７校の内、あるのは５校で、ないのは上三川小学校区と北小学

区になります。北小学区では設立の動きがありましたが、代表の方の事

情で若干次期がずれると思われます。学童保育と放課後子ども教室の一

番の違いは、学童は有料で、放課後は無料、管轄が厚労省と文科省とい
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吉田委員 

 

うことになります。 

 ５０ページに「上三川町ふれあいの家ひまわり」というのがあるが、

どんな施設ですか。 

 ふれあいの家ひまわりは福祉課が担当になりますが、施設を拠点に

様々な障がいを持っている方へサービスを提供したり、支援を行ったり

しています。パンの販売をしている「シュシュ」もその一つで、就労支

援の一環になっています。 

 ３９ページの開かれた学校づくりの中で、学校情報配信メールの活用

というものがあるが、携帯電話の普及に伴い保護者の方もお持ちだと思

われますが、それに対応できていない保護者はいるのか伺いたい。 

 保護者の学校配信メールについては、おそらく９７から９８パーセン

トの方は対応されているかと思われますが、中には加入していない方も

いらっしゃいますので、そういった方には電話連絡等学校の方で対応し

ていることになります。 

 学校のホームページを閲覧することがあるが、開くのに町のホームペ

ージから入っていき複雑に感じるが、もっとスムーズにいける方法はな

いでしょうか。 

 教育研究所のホームページからもリンクしていくことはできるが、お

そらく各学校のホームページを、パソコンのお気に入りに登録していた

だきますとすぐにリンクできるかと思われますので、試行していただけ

たらありがたいかなと思います。 

 ４０ページ教材･教具等の整備で、タブレット型の導入を図るとある

が、小学校･中学校どの辺を対象と考えているのか伺いたい。 

 こちらについては、まだ総合計画の（案）の段階ですが、まずは中学

校での試行導入を考えています。対象の学年等については、あくまでも

中学校単位ということで、それぞれの学校の中で判断いただきながら全

校での試行を考えています。 

 ３８ページの子ども達の確かな学力の確保の中で、小学校教諭の英語

の指導力向上に努めるとあるが、４０ページの成果指標を見ると外国語

教育に関する学校教育の研修の実施がまだなされていないようである

が、小学校においては担任の教諭が教えるということになるので、これ

から研修を行うということでよろしいか。 

 まずは、各学校の中核となる教員を育てるということから、現在はさ

らにその一歩前の段階で町の中核となる教員を育てるということで、研

修を実施しています。これは、主体となっているのは栃木県の総合教育

センターで実施しています。そちらの方で人材を育成した後、各学校に

中核となる教員の育成するための研修を計るという手順で広げていくこ

とになると思います。 

 地域コミュニティの形成について、コミュニティ活動の推進というこ

とですが、各コミュニティとも役員の年齢層が高齢化し、課題を抱えて
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いる団体もあるかと思いますので、若い人たちが協力できる体制はない

でしょうか。また、各学校の教員の中に社会教育主事の資格を持ってい

る方がいるかと思いますが、その先生方から協力をいただくということ

は出来ないでしょうか。 

 昨年から、地域連携教員を各学校で１人指名する形になっており、ま

た地域の方には、先ほどの学校支援コーディネーターとして、学校をど

んな風に支えていくかということで、その橋渡しをしてくださる方にか

かわっていただいています。その地域連携教員と学校支援コーディネー

ターが連携を図っていくということになりますが、地域の皆さんが学校

を支えてくださるという一方的なものではなく、今度は、学校が地域と

連携して、学校が地域に何が出来るかということを今後の課題として大

いに検討していくことも大切と考えます。また、本来の趣旨もこういう

ところにあると思います。それぞれの学校、地域の実態もあると思いま

すので、その中で進めていくとよいと考えます。 

それと関連して、国の方ではコミュニティスクールとうことで、地域

の皆さんが学校教育を支えていく。学校経営、或いは学校教職員の人事

にも意見を述べることも出来るというものですが、全小中学校に将来的

には広げていくということがあります。人事に意見を述べることができ

るということ等が足枷になって中々広がらないという状況もあるが、そ

ういう部分を調整しながら、将来的にはコミュニティスクールを検討し

て行ってもよいのかなと思っています。そのような中で、現在の地域連

携教員と学校支援コーディネーターの関わり等をベースにしながら、上

三川町にあった形で模索できるとよいかなと考えています。 

７８ページの地域リーダーの育成と活動の支援の中で、地域リーダー

の養成研修の実施と活動支援とあるが、地域のリーダーは研修を受けて

増えているのか伺いたい。 

地域リーダーの研修については、次世代人材づくりや河内教育事務所

で行っているリーダー研修等があるが、大きく増えてはおりません。毎

年、町の女連協等の数名の方が受講していて、少しずつではありますが

確実に増えています。 

今後の上三川町のことを考えると、これから大切にしていかなければ

ならないと感じていることを述べさせていただきます。 

一つは、学力の向上ということで、劣っているということではないが

今後、益々力を入れていく必要があると考えます。学校での学力向上と

併せて、家庭との連携も大切と思っています。それと併せて、親学とい

うものが大切であると考えます。小学校･中学校それぞれに様々な課題を

持っているお子さんがいて、保護者との連携がより必要になってきてい

ます。幼稚園等に協力をいただきながら親学を実施しているところです

が、今後一層取組んでいく必要があると感じています。 

三つ目には地域との連携ということ。縦の連携･横の連携ということで
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述べさせていただいていますが、地域の教育力を学校にお貸ししていた

だけるとありがたい。さらには、先程のコミュニティースクールについ

ても検討していく余地があるのかなと感じています。 

今日の議題は、教育大綱（案）の策定ですから、ただ今教育長が話さ

れたように、大綱（案）で見ていくことしかできません。これから、こ

れらをきちんと進めていくためには、また教育委員の皆さんにいろいろ

なご意見をいただいて、実りあるものにしていかなければなりません。 

 大綱については、このような形でまとめていくということでよろしい

でしょうか。  （全委員了承） 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律によ

り、大綱を定めたときはこれを公表することとされておりますので、整

理ができた時点で 再度委員の皆様に提示をしてから、町のホームページ

で公表したいと考えております。 

 この総合教育会議は、最初に話したように町長部局と教育委員会の連

携を深めるということになっています。今後も総合教育会議を進めてい

きますので、皆様方からもいろいろなご意見等、或いは町長部局に関す

るご質問等出していただければ答えて行きたいと思いますし、連携をし

ていきたいと思います。 

 今日の新聞記事の中に、いじめによる自殺が起きた問題で教育長が副

大臣に指導を受けたというものがありました。この中には、市長と教育

委員の連携が取れていないという指摘も受けていますし、自殺が起きた

場合には速やかに報告するようになっているが、自殺等が起きる前に対

処できるよう連絡を密にしていきたいと思います。ですから、この総合

教育会議の場が有効に諮られ、皆さんとの連携を深め、本町の教育行政

がさらなる進展をとげられるように、これからもご指導いただけたらと

思います。 

 皆様から何かございますか。 

 いじめの問題と直接関係はしないかとは思いますが、校長先生との懇

談会の中で、「家庭の貧困」により荒れてしまう子どもがいる。低学年の

内に対策が図られれば改善できることもあるが、高学年になってからで

は困難なことが多い。入学前から必要な連携を図れる方法はないものか

伺いたい。 

 貧困家庭に関しては、福祉課が担当しています。就学前で様々な問題

を抱えているお子さんに関しては、保健師とも連携し対応していると思

うが。 

 教育委員会でも、健康課で実施している５歳児発達相談やいちご教室

に同席し、ある程度の情報は得ているところです。また必要に応じて協

議の場も持ってはいます。 

 福祉課、健康課、教育委員会の連携が大切だと思います。小さい時か

らの一貫した指導を行うためには、幼・保・小の連携を一層図っていく
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必要があると感じます。こういう課題は、年を重ねるごとに重くなって

くるので、早めの対応ができればと思います。 

 福祉的な支援については、ふれあいの家ひまわりと連携しケアしてい

く、併せて教育委員会とも連携していくということでお願いしたい。 

 その他何かございますか。 

 無いようですので、これをもちまして閉会と致します。長時間にわた

りましてありがとうございました。 

 

 

 

   以 下 余 白 

 


